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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　８ｓｑ～１２ｓｑのアルミニウム電線と端子とが接続された端子付き電線であって、
　前記端子は、前記アルミニウム電線が圧着される筒状の圧着部と、端子本体とを有し、
　前記アルミニウム電線の導線を圧着する導線圧着部における圧縮率が、３５％～５５％
であり、
　前記アルミニウム電線の長手方向に垂直な断面において、前記導線圧着部は、上部の幅
方向の中央部の所定の範囲で強押し込み部が形成され、上部の幅方向端部近傍に前記強押
し込み部よりも押込み量が小さい弱押し込み部が形成されることを特徴とする端子付き電
線。
【請求項２】
　前記圧縮率が、３５％～４８％であることを特徴とする請求項１記載の端子付き電線。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の端子付き電線が複数本束ねられたことを特徴とするワ
イヤハーネス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は自動車等に用いられる端子付き電線等に関するものである。
【背景技術】
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【０００２】
　従来、自動車、ＯＡ機器、家電製品等の分野では、電力線や信号線として、電気導電性
に優れた銅系材料からなる電線が使用されている。特に、自動車分野においては、車両の
高性能化、高機能化が急速に進められており、車載される各種電気機器や制御機器が増加
している。したがって、これに伴い、使用される端子付き電線も増加する傾向にある。
【０００３】
　一方、環境問題が注目される中、自動車の軽量化が要求されている。したがって、ワイ
ヤハーネスの使用量増加に伴う重量増加が問題となる。このため、従来使用されている銅
線に代えて、軽量なアルミニウム電線が注目されている。
【０００４】
　このようなアルミニウム電線と端子とを接合する際には、例えば、オープンバレル型の
端子に、アルミニウム電線の先端が配置され、導線と端子とが圧着される（特許文献１）
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１０－２１０１６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　このようなアルミニウム電線を用いる場合には、アルミニウム表面の酸化被膜を破る必
要がある。しかし、特に、細径のアルミニウム電線で圧着部の断面積を小さくしすぎると
、強度が低下するおそれがある。このため、素線間の導通を得る方法として、圧縮される
部位の電線の先端を半田づけする方法がとられている。
【０００７】
　また、オープンバレル型の端子を用いる場合には、バレル先端によって導線が局所的に
強く圧縮される。特に、左右の導線の圧縮された部分の対称性が乏しいため、素線の一部
が強く押圧されることにより素線切れを起こす恐れがある。
【０００８】
　なお、細径（２．５ｓｑ以下）のアルミニウム電線は、素線間の導通を確保しやすい。
一方、３～１２ｓｑの太い被覆電線は、強圧縮しないと素線・端子間の導通が十分に確保
することが困難である。しかし、圧縮率を高くしすぎると、素線切れなどの問題が生じる
恐れがある。また、前述した半田付けの工程は、コスト増ともなる。
【０００９】
　本発明は、このような問題に鑑みてなされたもので、太径の被覆電線に対して、素線・
端子間の導通を確保するとともに、素線切れを抑制することが可能な端子付き電線等を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　前述した目的を達するために第１の発明は、８ｓｑ～１２ｓｑのアルミニウム電線と端
子とが接続された端子付き電線であって、前記端子は、前記アルミニウム電線が圧着され
る筒状の圧着部と、端子本体とを有し、前記アルミニウム電線の導線を圧着する導線圧着
部における圧縮率が、３５％～５５％であり、前記アルミニウム電線の長手方向に垂直な
断面において、前記導線圧着部は、上部の幅方向の中央部の所定の範囲で強押し込み部が
形成され、上部の幅方向端部近傍に前記強押し込み部よりも押込み量が小さい弱押し込み
部が形成されることを特徴とする端子付き電線である。
【００１１】
　前記圧縮率が、３５％～４８％であることが望ましい。
【００１３】
　第１の発明によれば、太径のアルミニウム電線に対して、圧縮率が適切であるため、素
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線・端子間の導通を確保することができるとともに、素線切れを抑制することができる。
半田を用いることなく、十分な電気導通を確保することができる。
【００１４】
　特に、圧着部の断面形状を適切にすることで、左右の圧縮ばらつきによる素線切れを抑
制し、十分な電気導通を確保することができる。
【００１５】
　第２の発明は、第１の発明にかかる端子付き電線が複数本束ねられたことを特徴とする
ワイヤハーネスである。
【００１６】
　本発明では、複数本の端子付き電線を束ねて用いることもできる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、太径の被覆電線に対して、素線・端子間の導通を確保するとともに、
素線切れを抑制することが可能な端子付き電線等を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】端子１の斜視図。
【図２】端子付き電線１０の斜視図。
【図３】（ａ）は図２のＡ－Ａ線断面図、（ｂ）は図２のＢ－Ｂ線断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、図面を参照しながら、本発明の実施形態について説明する。図１は、被覆電線と
接続される端子１を示す斜視図である。端子１は、例えば銅または銅合金製であり、端子
本体３と圧着部５とからなる。
【００２０】
　端子本体３は、所定の形状の板状素材を、断面が矩形の筒体に形成したものである。端
子本体３は、内部に、板状素材を矩形の筒体内に折り込んで形成される弾性接触片を有す
る。端子本体３は、前端部から雄端子などが挿入されて接続される。なお、以下の説明で
は、端子本体３が、雄型端子等の挿入タブ（図示省略）の挿入を許容する雌型端子である
例を示すが、本発明において、この端子本体３の細部の形状は特に限定されない。例えば
、雌型の端子本体３に代えて例えば雄型端子の挿入タブを設けてもよい。
【００２１】
　圧着部５は、被覆電線と圧着される部位であり、筒状（管状）に形成される。圧着部５
は、被覆電線の先端側に被覆部から露出する導線部を圧着する導線圧着部７と、被覆電線
の被覆部の一部を圧着する被覆圧着部９とからなる。導線圧着部７と被覆圧着部９とは、
一体で形成される。なお、導線圧着部７の内径は、被覆圧着部９の内径よりも小さい。
【００２２】
　なお、導線圧着部７の内面の一部には、周方向にセレーション（図示省略）が設けられ
る。このようにセレーションを形成することで、導線を圧着した際に、導線の表面の酸化
膜を破壊しやすく、また、導線との接触面積を増加させることができる。
【００２３】
　圧着部５は、断面が円形の筒体となるように板状素材が丸められ、板状素材の縁部同士
を突き合わせて突合せ部１７で接合して一体化することにより形成される。突合せ部１７
は、例えばレーザ溶接などによって溶接されて一体化される。筒状に形成された圧着部５
の後端部から、後述する被覆導線が挿入される。
【００２４】
　なお、導線圧着部７の先端側（端子本体３側）を潰して封止部を形成してもよい。すな
わち、この場合には、圧着部５は、被覆導線が挿入される後端部以外は封止される。この
場合、封止部をレーザ溶接等で溶接してもよい。このようにすることで、被覆圧着部９側
の端部以外が封止された管状端子とすることができる。また、被覆圧着部９の内面に突出
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する、周方向に形成された突条を設けてもよい。このようにすることで、突条部によって
被覆電線の被覆部が強く圧着され、止水性をより高めることができる。
【００２５】
　次に、端子１を用いた端子付き電線１０について説明する。図２は、端子付き電線１０
の斜視図である。まず、被覆電線１１の先端の所定長さの絶縁被覆１５が除去され、内部
の導体を露出する。なお、被覆電線１１は、導体がアルミニウムまたはアルミニウム合金
製のアルミニウム電線である。
【００２６】
　図３（ａ）は、図２のＡ－Ａ線断面図であり、被覆電線１１の断面図である。被覆電線
１１は、絶縁被覆１５の内部に複数の導体１３が撚り合わせられて形成される。ここで、
本発明で対象とする被覆電線１１は、３ｓｑ～１２ｓｑの太径サイズである。
【００２７】
　次に、圧着部５に、被覆電線１１の先端を配置する。この際、絶縁被覆１５から露出す
る導体が導線圧着部７（セレーションの形成部）に配置され、絶縁被覆１５が被覆圧着部
９に配置される。
【００２８】
　次に、図に示すように、圧着部５を、図示を省略した金型で一括して圧縮して、被覆圧
着部９で被覆電線１１の絶縁被覆１５を圧着するとともに、導線圧着部７で絶縁被覆１５
から露出する導体を圧着する。このようにして、端子１と被覆電線１１とが接続された端
子付き電線１０が形成される。
【００２９】
　図３（ｂ）は、図２のＢ－Ｂ線断面図であって、導線圧着部７の長手方向（被覆電線１
１の長手方向）に垂直な断面図である。このように、圧着部５を圧縮することで、端子１
と被覆電線１１とが圧着される。なお、セレーションの図示は省略する。
【００３０】
　なお、圧着形状は、図示した例には限られないが、被覆電線１１の長手方向に垂直な断
面において、導線圧着部７は、上部の幅方向（図中矢印Ｃ方向）の中央部の所定の範囲に
強押し込み部２１が形成され、上部の幅方向端部近傍に強押し込み部２１よりも押込み量
が小さい弱押し込み部１９が形成されることが望ましい。
【００３１】
　このように強押し込み部２１と弱押し込み部１９とが形成されることで、素線間の導通
および端子・素線間の導通を確保することができる。例えば、圧着部５の内壁と接触して
いる素線は弱押し込みでも端子・素線間導通を確保できる。一方、圧着部内壁と接触して
いない断面中心部近傍の素線については、素線間導通を確保するために、強い圧縮が必要
で、強押し込み部２１が設けられている。
【００３２】
　なお、圧着部５の下部の幅方向に少なくとも１つの押し込み部が形成されるとより好ま
しい。図３（ｂ）のように２つ（複数）の下部押し込み部が形成されても良い。上部と下
部の押し込みを設けることで、素線間の導通をより確実に得ることができる。尚、端子本
体３と圧着部５との間のトランジッション部（封止部）と導体圧着部との間の強度確保の
観点から、上部の押込み高さよりも下部の押込み高さが小さくなるように形成した方が好
ましい。
【００３３】
　ここで、適切な圧着条件としては、導線圧着部の圧縮率は３５％～５５％であることが
望ましく、さらに望ましくは、３５％～４８％である。ここで、圧着部の圧縮率とは、（
圧縮後の断面積）／（圧縮前の断面積）で算出される。すなわち、導線圧着部の圧縮率と
は、（圧縮後の導線圧着部７の断面積）／（圧縮前の導体１３の総断面積）である。
【００３４】
　圧縮率が小さくなりすぎると、素線切れが生じやすくなり、また、圧縮率が大きいと、
十分な端子・電線間の導通を得ることができない。このため、圧縮率は上述の範囲内とす
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【００３５】
　以上説明したように、本実施の形態によれば、管状端子である端子１を用いた太径のア
ルミニウム製の被覆電線１１に対して、特に適した圧縮率とすることで、素線切れを抑制
し、素線・端子間の導通を確実に確保することができる。
【００３６】
　なお、２．５ｓｑ以下の細い被覆電線は素線本数が少ないため、上述した圧縮率よりも
弱い圧縮でも、素線・端子間の導通が十分に確保することができる。
【００３７】
　一方、３～１２ｓｑの太い被覆電線は、強圧縮しないと素線・端子間の導通が十分に確
保することが困難であるが、上述の圧縮率とすることで、素線・端子間の導通が十分に確
保することができるとともに、素線切れも抑制することができる。
【００３８】
　この際、被覆電線１１の長手方向に垂直な断面における端子１に対する圧縮形状として
、幅方向中心部の押込み量を大きくし、幅方向の端部の押込み量を相対的に小さくするこ
とで、より確実に素線切れを抑制することができる。
【実施例】
【００３９】
　以下、図２、図３に示した端子付き電線１０に対して、圧縮率の条件を変えて、素線切
れ本数と、端子・素線間導通について評価した。なお、比較のため、本発明のような管状
端子ではなく、従来のオープンバレル型の端子についても、同様の評価を行った。
【００４０】
　被覆電線としては、素線数が９８本の８ｓｑのものを用いた。なお、素線先端への半田
付けは行わなかった。導線圧着部の圧縮率を変えて、圧縮後の素線切れ本数と、端子内面
と接触している素線本数（端子・素線間導通）を計数した。
【００４１】
　また、－４０℃と＋１２０℃を３０分ずつ印加することを１サイクルとし、２００サイ
クルの冷熱試験後の端子・電線間導通（抵抗）を測定した。端子・電線間導通は、長さ１
５０ｍｍの被覆電線の先端に端子を圧着して、端子と被覆電線の先端との束抵抗から算出
した。なお、１５０ｍｍの被覆電線の抵抗値は、０．５４ｍΩで一定であったため、測定
された束抵抗から、電線抵抗を差し引いて、端子・電線間導通抵抗を算出した。
【００４２】
　同様に、素線ごとに端子間の抵抗を測定した。素線束をばらして、各素線の先端と端子
間の抵抗から、素線の抵抗を差し引いて、全ての素線い対して端子・素線間抵抗を測定し
た。
【００４３】
　なお、素線切れがなく、端子・素線間抵抗が２０ｍΩ以下の素線本数が、全素線本数の
半分以上であり、かつ、端子・電線間導通が１．５ｍΩ以下のものを合格とした。結果を
表１に示す。表中の下線は、上記基準を満たさなかったものである。
【００４４】
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【表１】

【００４５】
　オープンバレル型では、５５％以下で強圧縮することで素線切れが発生した。これは、
オープンバレル型では、素線の左右バランスが均一ではなく、バレル先端近傍にける素線
に局所的な圧縮が付与されたためである。このように、太径の被覆電線に対してオープン
バレル型の端子を用い、強圧縮すると、素線切れのおそれがある。
【００４６】
　また、オープンバレル型の端子を用いて、圧縮が弱すぎると、端子・素線間導通本数が
少なくなり、この結果、端子・電線間導通抵抗が高くなる。このように、太径の被覆電線
に対してオープンバレル型の端子を用い、弱圧縮すると、素線表面の酸化被膜の影響によ
って、端子・電線間導通抵抗が高くなるおそれがある。
【００４７】
　一方、管状端子では、全ての条件において、素線切れは発生しなかった。これは、圧縮
時に、素線が略均一に圧縮され、圧着断面からすると端子近傍の素線は相対的に弱圧縮、
端子に接しない素線は相対的に強圧縮となっているが、全体として均一的に圧縮されたた
めである。
【００４８】
　また、管状端子を用いて、圧縮が弱すぎると、端子・素線間導通本数が少なくなり、こ
の結果、端子・電線間導通抵抗が高くなる。このように、端子・電線間導通を確実に得る
ためには、圧縮率は、３５％～５５％であることが望ましく、さらに望ましくは、３５％
～４８％である。特に、圧縮率が３５％の場合には、全素線本数に対して、端子・素線間
抵抗が２０ｍΩ以下であった。また、圧縮率が３５％～４０％の場合には、端子・電線間
導通が０．１ｍΩ以下となった。このように、圧縮率３５％～４０％（さらに望ましくは
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略全素線の端子・素線間抵抗が良好である４０％未満）とすることで、極めて良好な接続
を得ることができる。
【００４９】
　なお、このような結果は、３ｓｑ～１２ｓｑの他の被覆電線においても同様の傾向を示
した。したがって、３ｓｑ～１２ｓｑの太径の被覆電線に対しては、管状端子を用い、導
線圧着部の圧縮率を上記範囲とすることが望ましい。
【００５０】
　以上、添付図を参照しながら、本発明の実施の形態を説明したが、本発明の技術的範囲
は、前述した実施の形態に左右されない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載された
技術的思想の範疇内において各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり
、それらについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【００５１】
　例えば、前述した実施形態は、互いに組み合わせることができる。また、本発明にかか
る端子付き電線を複数本束ねてワイヤハーネスとして使用することもできる。
【符号の説明】
【００５２】
　１………端子
　３………端子本体
　５………圧着部
　７………導線圧着部
　９………被覆圧着部
　１０………端子付き電線
　１１………被覆電線
　１３………導体
　１５………絶縁被覆
　１７………突合せ部
　１９………弱押し込み部
　２１………強押し込み部
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